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精神医学的強制保護に関する法律（仮訳）

　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
は
、
一
九
九
一
年
に
制
定

さ
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
病
医
療
の
根
幹
を
定
め
て
い
る
法
律

で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
、
筆
者

は
法
学
研
究
に
同
法
に
関
す
る
解
説
書
か
ら
の
沿
革
部
分
を
要
約
紹

　
　
　
　
　
　
（
1
）

介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
時
の
改
正
で
、
精
神
障
害
患
者
に
対
す
る
人
権
の
保
障
が
強

化
さ
れ
、
一
般
の
精
神
障
害
者
に
係
る
法
律
と
精
神
障
害
犯
罪
者
に

関
す
る
法
律
と
が
分
離
し
た
。
こ
の
改
正
の
後
こ
の
二
種
類
の
精
神

障
害
者
は
、
病
院
と
し
て
は
同
一
の
管
理
系
統
に
属
し
な
が
ら
、
施

設
的
に
は
ま
っ
た
く
別
の
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
い
ず
れ
何
ら
か
の
形
で
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
、
法
律
の
本
文
の
み
を
翻
訳
（
仮
訳
）
紹
介
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律

　
一
九
九
】
年
法
律
第
一
二
穴
号
（
二
〇
〇
三
年
〕
月
一
日
現
在

の
正
文
）

　
一
摺
（
一
〇
〇
一
一
一
旨
o。
）
o
ヨ
O
塁
鼠
餌
巳
ω
犀
辞
益
p
暢
く
妙
『
α

　
［
通
　
則
］

第
一
条
　
健
康
及
び
医
療
保
護
法
（
一
九
八
二
年
法
律
第
七
六
三

　
号
）
の
規
定
は
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
精
神
医
学
的
保
護
に
適
用
す

　
る
。
自
由
の
剥
奪
及
び
そ
の
他
の
強
制
（
強
制
保
護
）
と
結
合
し

　
た
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
補
充
的
規
定
は
本
法
に
定
め
る
。

　
　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
規
定
は
、
法
精
神
医
学
的
保

　
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
九
号
）
に
お
い
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て
も
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　
本
法
に
お
い
て
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
に
つ
い
て
定
め
る

　
事
項
は
、
こ
れ
を
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
に
属
さ
な
い
コ
ム

　
ー
ン
に
も
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

第
二
条
　
本
法
に
よ
る
強
制
保
護
は
、
医
療
保
護
施
設
に
収
容
し
た

　
後
に
提
供
さ
れ
る
精
神
医
学
的
保
護
を
不
可
避
的
に
必
要
と
す
る

　
者
が
必
要
な
保
護
に
任
意
に
協
力
し
、
か
つ
そ
の
者
の
必
要
と
す

　
る
介
助
を
受
け
得
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

第
二
条
の
二
　
本
法
に
よ
る
保
護
の
際
の
強
制
措
置
は
、
右
の
措
置

　
の
目
的
と
合
理
的
な
均
衡
の
取
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
、

　
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
介
入
程
度
の
低
い
措
置
で
十
分

　
な
場
合
に
は
、
そ
の
措
置
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
強
制
は
、
で
き
る
だ
け
控
え
め
に
、
か
つ
、
患
者
に
最
大
限
の

　
配
慮
を
し
て
、
こ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇

　
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
条
の
三
　
保
護
の
実
施
を
目
的
と
す
る
強
制
措
置
は
、
そ
の
個

　
人
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
提
供
に
よ
っ
て
も
、
患
者
が
任
意
に
保
護

　
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
用
い
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
右
の
諸
措
置
は
、
患
者
に
協
力
を
さ
せ
る
の
に
必

　
要
な
限
度
を
越
え
て
こ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇

年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
新
設
）

　
［
強
制
保
護
の
要
件
］

第
三
条
強
制
保
護
は
、
左
記
の
場
合
に
の
み
こ
れ
を
提
供
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
一
、
患
者
が
重
篤
な
精
神
障
害
に
罹
っ
て
い
る
こ
と
、

　
二
、
患
者
が
自
ら
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
な
状
況
に

　
　
基
づ
き
、
有
効
な
精
神
医
学
的
終
日
保
護
の
た
め
に
医
療
保
護

　
　
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
に
よ
る
以
外
に
は
充
足
で
き
な
い
精
神

　
　
医
学
的
保
護
を
不
可
避
的
に
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
、
及
び

　
三
、
患
者
が
第
二
号
に
定
め
る
保
護
に
抵
抗
す
る
か
、
又
は
、
患

　
　
者
の
精
神
状
態
の
結
果
患
者
の
同
意
を
得
て
当
該
保
護
を
提
供

　
　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
め
る
根
拠
あ
る
事
由
が
存
在
す
る

　
　
こ
と
。

　
　
強
制
保
護
は
、
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
患
者
の
精
神
障
害
が
単

　
な
る
発
達
障
害
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と

　
は
で
き
な
い
。

　
　
第
一
項
第
二
号
に
よ
る
保
護
の
必
要
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、

　
患
者
が
自
ら
の
精
神
状
態
の
結
果
他
の
者
の
安
全
又
は
心
身
の
健

　
康
に
対
し
危
険
で
あ
る
か
否
か
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）
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［
強
制
保
護
の
た
め
の
収
容
］

第
四
条
　
強
制
保
護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
へ
の
収
容
の
決
定
は
、

　
患
者
を
強
制
保
護
に
付
す
る
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
と
い
う
充

　
分
な
理
由
の
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
医
師
の
診
断
書
（
保

　
護
診
断
書
）
が
発
行
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
こ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

　
な
い
。
保
護
診
断
書
は
、
特
別
な
医
師
の
診
察
に
基
づ
い
て
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
保
護
診
断
書
の
た
め
の
診
察
は
、
相
当
な
事
由
の
存
す
る
場
合

　
に
の
み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
診
察
は
免
許
を
有
す
る

　
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
患
者
の
同
意
を
得
て
診
察
を
行
う
こ
と
が

　
で
き
な
い
場
合
に
は
、
患
者
を
診
察
の
た
め
連
行
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
右
の
連
行
の
決
定
は
公
務
員
で
あ
る
医
師
の
み
が
こ
れ
を

　
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
∩
）
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
五
条
　
保
護
診
断
書
は
、
診
察
に
直
接
に
基
づ
い
て
の
み
こ
れ
を

　
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
護
診
断
書
に
は
、
患
者
の
強
制
保

　
護
の
要
件
に
関
す
る
第
四
条
に
よ
る
意
見
の
ほ
か
、
精
神
障
害
内

　
容
の
説
明
及
び
そ
の
他
保
護
の
必
要
性
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
事

　
情
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
保
護
診
断
書
の
発
行
に
際
し
て
は
行
政
手
続
法
（
一
九
八
六
年

　
法
律
第
二
二
三
号
）
第
二
条
及
び
第
ご
一
条
の
除
斥
忌
避
に
関

　
す
る
規
定
を
個
人
て
あ
る
医
師
に
も
適
用
す
る
。

　
　
保
護
診
断
書
を
発
行
し
た
医
師
は
、
強
制
保
護
の
た
め
の
収
容

　
に
か
か
る
問
題
を
審
理
す
る
医
療
保
護
施
設
に
右
の
診
断
書
が
速

　
や
か
に
到
着
す
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
保
護
診
断
書
が
発
行
さ
れ
た
後
、
患
者
は
、
医
師
の
決
定

　
を
得
て
、
収
容
の
問
題
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
保
護
施
設
に
こ
れ
を

　
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
措
置
で
は
充
分
で
な
い
場
合
、

　
患
者
が
滞
在
す
べ
き
保
護
施
設
の
区
画
か
ら
右
の
患
者
が
離
れ
る

　
こ
と
を
妨
げ
、
保
護
施
設
の
秩
序
を
保
持
し
、
又
は
保
護
の
安
定

　
性
を
充
足
す
る
の
に
必
要
な
強
制
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
必
要
の
あ
る
場
合
、
患
者
を
拘
束
す
る
旨
の
決
定
が
な
さ
れ
た

　
後
、
患
者
が
第
一
二
条
に
定
め
る
物
品
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か

　
を
統
制
す
る
た
め
に
右
の
患
者
の
身
体
を
検
査
又
は
捜
索
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
こ
の
際
第
二
三
条
及
び
第
二
四
条
を
適
用
す
る
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
新
設
）

第
六
条
の
二
　
第
一
九
条
又
は
第
二
〇
条
に
定
め
る
場
合
に
は
、
第

　
六
条
に
従
い
拘
束
さ
れ
て
い
る
患
者
を
ベ
ル
ト
又
は
同
様
な
拘
束

　
具
で
束
縛
し
、
又
は
他
の
患
者
か
ら
短
期
間
隔
離
し
て
お
く
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
　
第
六
条
に
従
い
拘
束
さ
れ
て
い
る
患
者
の
生
命
又
は
健
康
に
差

　
し
迫
っ
た
危
険
が
存
在
す
る
場
合
、
当
該
患
者
に
対
し
て
必
要
な
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治
療
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
本
条
に
よ
る
決
定
は
、
免
許
を
有
す
る
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
新
設
）

第
六
条
の
三
　
強
制
保
護
の
た
め
の
収
容
の
問
題
は
、
患
者
の
診
察

　
の
後
迅
速
に
、
遅
く
と
も
患
者
が
保
護
施
設
に
到
着
し
て
か
ら
二

　
四
時
間
以
内
に
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
収
容
の
決

　
定
は
、
四
日
以
上
前
の
保
護
診
断
書
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
行
う
こ

　
と
が
で
き
な
い
。

　
　
収
容
の
問
題
に
か
か
る
決
定
は
、
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
病
棟
の
主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
保
護
診
断
書
を
発
行
し

　
た
医
師
は
、
右
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
旧
第
六
条
、

　
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
文
言
変
更
）

　
［
裁
判
所
の
決
定
後
の
強
制
保
護
］

第
七
条
　
患
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
病
棟
の
主
席
上
級
医
師
は
、
患

　
者
を
収
容
決
定
の
日
か
ら
四
週
間
を
越
え
て
強
制
保
護
に
付
す
る

　
べ
き
だ
と
認
め
る
場
合
、
右
の
四
週
間
の
満
了
す
る
以
前
に
州
裁

　
（
6
）

　
判
所
に
対
し
て
右
の
保
護
の
承
認
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
右
の
申
請
に
は
、
強
制
保
護
の
根
拠
と
な
る
事
情
及
び
患
者
に

　
対
す
る
他
の
形
式
の
保
護
に
関
し
て
な
さ
れ
た
検
討
の
結
果
を
記

　
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
申
請
に
は
、
保
護
病
棟
で
の
滞

　
在
中
及
び
滞
在
後
に
患
者
に
対
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
介
助
及
び

　
治
療
の
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
裁
判
所
は
、
第
七
条
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
、
継
続
的
強

　
制
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所

　
が
申
請
を
認
容
し
た
場
合
、
強
制
保
護
は
、
収
容
の
決
定
の
日
か

　
ら
数
え
て
最
長
四
月
間
こ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
　
主
席
上
級
医
師
の
申
請
の
後
、
裁
判
所
は
、
第
八
条
に
よ

　
る
最
長
期
を
越
え
て
強
制
保
護
を
継
続
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
右
の
承
認
は
、
審
理
の
機
会
ご
と
に
、
審
査
の
と

　
き
よ
り
数
え
て
六
月
間
を
区
切
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

　
　
第
一
項
に
よ
る
申
請
は
、
強
制
保
護
に
つ
い
て
現
に
有
効
な
決

　
定
の
期
間
の
経
過
す
る
日
以
前
に
州
裁
判
所
に
到
着
し
て
い
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
本
条
に
よ
る
申
請

　
に
関
し
て
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
十
条
　
第
七
条
又
は
第
九
条
に
よ
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
到
着
し

　
た
場
合
、
強
制
保
護
は
、
裁
判
所
の
決
定
が
あ
る
ま
で
こ
れ
を
継

　
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
が
申
請
を
棄
却
し
た
場
合
、
直

　
ち
に
保
護
を
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
［
任
意
保
護
か
ら
強
制
保
護
へ
の
移
行
］

第
十
一
条
　
患
者
が
精
神
医
学
的
任
意
保
護
の
た
め
医
療
保
護
施
設
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に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
患
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
病
棟
の

主
席
上
級
医
師
は
、
下
記
の
と
き
に
強
制
保
護
に
つ
い
て
決
定
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
第
三
条
に
定
め
る
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
き
、
及
び

　
二
、
患
者
が
そ
の
精
神
障
害
の
結
果
自
己
又
は
他
人
に
重
大
な
損

　
　
傷
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
と
危
ぶ
ま
れ
る
と
き
。

　
　
右
の
決
定
は
、
患
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
病
棟
の
主
席
上
級
医

師
以
外
の
医
師
に
よ
っ
て
保
護
診
断
書
が
発
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、

　
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
保
護
診
断
書
に
関
し
て
は
、
第

　
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
第
一
項
に
よ
る
保
護
の
決
定
は
、
保
護
診
断
書
が
発
行
さ
れ
た
後

　
遅
く
と
も
二
四
時
間
以
内
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

　
六
条
及
び
第
六
条
の
二
に
定
め
る
こ
と
は
、
第
一
項
に
よ
る
任
意

　
保
護
か
ら
強
制
保
護
へ
の
移
行
に
際
し
こ
れ
を
適
用
す
る
。
（
二

　
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
十
二
条
第
一
一
条
に
よ
る
強
制
保
護
の
決
定
が
な
さ
れ
た
と
き
、

　
主
席
上
級
医
師
の
決
定
は
遅
く
と
も
決
定
の
翌
日
に
州
裁
判
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
審
理
の
た
め
に
こ
れ
を
審
査
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
主
席
上
級
医
師
は
、
強
制
保
護
を
継
続
す
る
べ
き
で
あ
る
と
認

　
め
る
場
合
、
強
制
保
護
の
決
定
の
日
か
ら
遅
く
と
も
四
日
以
内
に
、

　
強
制
保
護
の
継
続
の
承
認
を
州
裁
判
所
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
こ
の
場
合
第
七
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
を
適
用
す
る

　
も
の
と
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
十
三
条
　
第
］
一
条
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
強
制
保
護
の
継
続
を
裁

　
判
所
が
承
認
し
た
場
合
、
右
の
強
制
保
護
は
、
主
席
上
級
医
師
の

　
決
定
の
日
か
ら
数
え
て
最
長
四
月
間
こ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
こ
の
期
間
を
こ
え
る
強
制
保
護
に
関
し
て
は
、
第
九
条
に

　
よ
る
継
続
的
強
制
保
護
の
際
と
同
一
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
［
法
精
神
医
学
的
保
護
か
ら
本
法
に
よ
る
強
制
保
護
へ
の
移
行
］

第
十
四
条
　
法
精
神
医
学
的
保
護
が
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
二
二
九
号
）
第
一
五
条
に
定
め
る

　
場
合
に
終
了
す
べ
き
と
き
、
患
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
病
棟
の
主

　
席
上
級
医
師
は
、
第
三
条
に
よ
る
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

　
保
護
診
断
書
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
妨
げ
ら
れ
ず
に
、
本

　
法
に
よ
る
強
制
保
護
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
は
、
第
六
条
の
三
の
規
定
は
こ
れ
を

　
適
用
し
な
い
。
そ
れ
に
換
え
て
、
第
一
二
条
第
二
項
及
び
第
＝
二

　
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
そ
の
際
、
本
条
に
よ
る
決
定
は
第
二

　
条
に
よ
る
決
定
と
等
置
さ
れ
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三

　
号
）
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［
保
　
護
］

第
十
五
条
　
本
法
に
よ
る
保
護
は
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
の
運

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
営
す
る
医
療
保
護
施
設
に
お
い
て
こ
れ
を
提
供
す
る
。

　
　
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
保
護
を
他
の
保
護

　
施
設
に
お
い
て
提
供
す
る
旨
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
施
設

　
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
の
運
営
す
る
医
療
保

　
護
施
設
に
つ
い
て
本
法
の
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
適
用
す
る
。

第
十
六
条
　
患
者
が
強
制
保
護
の
た
め
収
容
さ
れ
た
後
速
や
か
に
保

　
護
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
護
計
画
に
は
、
強
制

　
保
護
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
及
び
計
画
さ
れ
た
諸
措
置
等
の
結

　
果
が
持
続
す
る
た
め
に
必
要
な
治
療
措
置
及
び
そ
の
他
の
手
段
を

　
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可
能
な
限
り
、
計
画
は
、
患
者
と
の

　
相
談
の
上
で
こ
れ
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
適
当
な
場

　
合
を
除
き
、
患
者
の
親
族
と
も
相
談
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

　
　
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
介
助
を
必

　
婁
と
し
て
い
る
か
否
力
を
謳
査
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
、
可
能
な

　
限
り
、
こ
れ
も
患
者
と
相
談
の
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
十
七
条
　
保
護
期
間
中
の
治
療
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
患
者
と
の

　
相
談
が
可
能
な
と
き
に
は
、
患
者
と
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
不
適
当
な
場
合
を
除
き
、
患
者
の
親
族
と
も
相
談
を
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
右
の
治
療
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
患
者
が
保
護
さ
れ

　
て
い
る
病
棟
の
主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
最
終
的
に
処
理
す
る
。

　
　
治
療
措
置
は
、
第
二
条
に
よ
る
強
制
保
護
の
目
的
を
達
成
す
る

　
め
に
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
十
八
条
　
患
者
は
、
そ
の
在
院
す
べ
き
保
護
施
設
領
域
又
は
そ
の

　
一
区
画
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
。

　
　
他
の
措
置
で
は
不
充
分
な
場
合
、
患
者
が
そ
の
在
院
す
べ
き
保

　
護
施
設
領
域
又
は
そ
の
一
区
画
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
妨
げ
、
保
護

　
施
設
の
秩
序
を
保
持
し
、
又
は
保
護
の
安
定
性
を
充
足
す
る
た
め

　
に
必
要
な
強
制
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法

　
律
第
三
五
三
号
）

第
十
九
条
　
患
者
が
自
分
自
身
又
は
他
の
者
に
重
大
な
損
傷
を
与
え

　
る
直
接
的
な
危
険
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
患
者
を
ベ
ル
ト
又
は

　
同
様
な
拘
束
具
で
短
期
間
束
縛
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
束
縛

　
期
間
中
看
護
職
員
が
患
者
に
付
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
患
者
を
第
一
項
に
定
め
る
期
間
を

　
こ
え
て
束
縛
し
て
お
く
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
束
縛
に
つ
い
て
は
、
主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
第

　
二
項
に
よ
る
決
定
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
社
会
庁
に
審
査
請
求
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
十
条
　
患
者
は
、
攻
撃
的
行
動
又
は
騒
が
し
い
行
動
に
よ
っ
て

　
他
の
患
者
の
保
護
を
甚
だ
し
く
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と

　
し
て
不
可
欠
な
場
合
に
の
み
、
他
の
患
者
か
ら
こ
れ
を
隔
離
し
て

　
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
隔
離
の
決
定
は
、
最
長
八
時
問
有
効
で
あ

　
る
。
隔
離
期
間
は
更
新
決
定
に
よ
り
更
に
最
高
八
時
間
延
長
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
第
一
項
に
定
め
る
隔
離
の
決
定
は
、

　
八
時
間
を
こ
え
る
特
定
さ
れ
た
時
間
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
隔
離
の
決
定
は
、
主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
患
者
を
継

　
続
し
て
更
に
八
時
間
以
上
隔
離
す
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ

　
を
社
会
庁
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
は
、
隔
離
期
間

　
中
看
護
職
員
に
よ
る
継
続
的
な
看
視
の
も
と
に
こ
れ
を
置
か
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
患
者
は
、
下
記
の
物
品
を
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
、
薬
物
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
若
し
く
は
そ
の
他
の
酩
酊
性
物
質

　
　
又
は
健
康
に
危
険
な
物
質
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
九

　
　
年
法
律
第
四
二
号
）
に
含
ま
れ
る
物
質

　
二
、
ド
ー
ピ
ン
グ
薬
品
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
】
年
法

　
　
律
第
一
九
六
九
号
）
に
定
め
る
薬
品

　
三
、
人
体
へ
の
注
入
に
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
注
射
器
又
は
カ

　
　
ニ
ュ
ー
ル

　
四
、
以
上
の
他
、
薬
物
の
乱
用
又
は
そ
の
他
の
関
連
で
使
用
す
る

　
　
の
に
特
に
適
し
て
い
る
物

　
五
、
患
者
自
身
若
し
く
は
他
人
を
損
傷
し
又
は
保
護
若
し
く
は
保

　
　
護
施
設
の
秩
序
維
持
に
有
害
な
そ
の
他
の
財
物

　
　
第
一
項
に
定
め
る
財
物
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
押
収
す

　
る
こ
と
が
て
き
る
。
（
一
九
九
九
年
法
律
第
五
三
号
）

第
二
十
二
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
第
二
一
条
に
定
め
る
財
物
を
含

　
ん
で
い
る
か
否
か
を
統
制
す
る
た
め
に
患
者
あ
て
の
送
付
物
を
調

　
査
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
送
付
物
の
検
閲
は
、

　
書
簡
の
記
述
内
容
又
は
そ
の
他
の
記
述
記
録
に
つ
い
て
こ
れ
を
行

　
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
到
着
し
た
送
付
物
が
第
二
一
条
に
よ
っ
て
所
持
を
許
さ
れ
な
い

　
財
物
を
含
ん
で
い
る
場
合
、
右
の
財
物
は
こ
れ
を
押
収
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
必
要
な
場
合
、
第
二
十
一
条
に
定
め
る
財
物
を
携
帯

　
し
て
い
る
か
否
か
を
統
制
す
る
た
め
に
、
患
者
の
身
体
を
検
査
し

　
又
は
身
体
を
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
可
能
な
ら
ば
、
右
の
措

　
置
の
実
施
中
証
人
を
立
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
身
体
の
検
査
及
び
身
体
の
捜
索
に
つ
い
て
は
、
主
席
上
級
医
師

　
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
二
十
四
条
　
薬
物
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
若
し
く
は
そ
の
他
の
酩
酊
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性
物
質
、
ド
ー
ピ
ン
グ
薬
品
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一

　
年
法
律
第
一
九
六
九
号
）
に
定
め
る
薬
品
若
し
く
は
健
康
に
危
険

　
な
物
質
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
九
年
法
律
第
四
二
号
）

　
に
含
ま
れ
る
物
質
を
第
二
一
条
又
は
第
一
二
一
条
に
よ
り
押
収
し
た

　
場
合
又
は
患
者
が
強
制
保
護
の
た
め
収
容
さ
れ
た
場
所
で
右
の
財

　
物
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
、
右
の
財
物
の
所
有
者
が
知
ら
れ
て
い

　
な
い
場
合
に
は
、
主
席
上
級
医
師
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
等
の
没

　
収
に
関
す
る
法
律
（
一
九
五
八
年
法
律
第
二
〇
五
号
）
第
二
条
第

　
一
項
の
差
押
物
件
に
関
す
る
規
定
に
従
い
、
右
の
財
物
を
破
壊
又

　
は
売
却
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
体
へ
の
注
入
に
使
用
す
る

　
こ
と
の
で
き
る
注
射
器
又
は
カ
ニ
ュ
ー
ル
並
び
に
以
上
の
他
、
薬

　
物
の
乱
用
又
は
そ
の
他
の
関
連
で
使
用
す
る
の
に
特
に
適
し
て
い

　
る
物
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
売
却
に
よ
り
得
ら
れ
た
金
額
は
国
庫
に
帰
属
す
る
。
（
一
九
九

　
九
年
法
律
第
五
三
号
）

第
二
十
五
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
保
護
期
間
中
の
一
時
期
医
療
保

　
護
施
設
領
域
の
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
患
者
に
与
え
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
右
の
許
可
は
特
定
の
機
会
に
又
は
機
会
ご
と
に
こ
れ
を
与

　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
右
の
許
可
は
、
強
制
保
護
の
終
了
準

　
備
の
た
め
に
そ
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
特
別
な
理

　
由
が
あ
る
場
合
に
は
長
期
間
に
わ
た
り
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
右
の
許
可
は
、
保
護
計
画
と
一
致
す
る
と
い
う
前
提
で
の

　
み
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
主
席
上
級
医
師
は
、
状
況
か
ら
必
要
な
場
合
、
第
一
項
に
定
め

　
る
許
可
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五

　
三
号
）

第
二
十
五
条
の
二
　
第
二
五
条
に
よ
る
医
療
保
護
施
設
領
域
の
外
に

　
滞
在
す
る
許
可
に
は
特
別
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
て
き
る
。
右

　
の
条
件
に
は
下
記
の
事
項
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
1
投
薬
又
は
そ
の
他
の
保
護
若
し
く
は
治
療
に
服
す
る
義
務
、

　
　
1
特
定
の
人
と
接
触
す
る
義
務
、

　
　
1
保
護
若
し
く
は
治
療
の
た
め
の
ホ
ー
ム
又
は
施
設
に
滞
在
す

　
　
る
義
務
又
は
保
護
セ
ン
タ
ー
又
は
そ
の
他
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
機

　
　
関
を
訪
問
す
る
義
務
、

　
　
1
滞
在
場
所
、
住
居
、
教
育
又
は
就
労
、

　
　
1
酩
酊
性
物
質
の
摂
取
禁
止
、
並
び
に

　
　
1
特
定
の
場
所
で
の
滞
在
の
禁
止
若
し
く
は
特
定
の
人
と
の
接

　
　
触
の
禁
止
、
又
は

　
　
1
保
護
計
画
に
必
要
な
事
項
又
は
保
護
計
画
よ
り
生
じ
る
そ
の

　
　
他
の
事
項
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
六
条
　
　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
削
除
）
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［
強
制
保
護
の
終
了
］

第
二
十
七
条
　
強
制
保
護
の
要
件
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
患

　
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
病
棟
の
主
席
上
級
医
師
は
、
直
ち
に
強
制

　
保
護
を
終
了
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
制
保

　
護
の
終
了
の
問
題
は
継
続
的
に
こ
れ
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
二
十
八
条
　
強
制
保
護
は
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
申
請
が
第
七
条
、

　
第
九
条
又
は
第
二
一
条
に
定
め
る
期
間
内
に
州
裁
判
所
に
到
着
し

　
な
か
っ
た
場
合
に
も
終
了
す
る
。

　
　
本
法
に
よ
る
強
制
保
護
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
を
命
じ
る
決

　
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
終
了
す
る
。
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の

　
移
行
に
つ
て
い
て
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
九
九
一
年
法
律
第
二
二
九
号
）
第
四
条
第
二
項
に
定
め
る
。

第
二
十
九
条
　
本
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
者
に
関
し
て
ド
記
の

　
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
決
定
を
執
行
す

　
る
機
関
が
要
求
し
、
主
席
上
級
医
師
が
患
者
の
状
態
が
そ
の
執
行

　
を
妨
げ
な
い
と
認
め
る
場
合
、
本
法
の
強
制
保
護
に
妨
げ
ら
れ
ず

　
に
、
右
の
決
定
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
決
定
が
執
行

　
さ
れ
た
と
き
に
強
制
保
護
は
終
了
す
る
。

　
一
、
外
国
人
引
渡
法
（
］
九
八
九
年
法
律
第
五
二
九
号
）
に
よ
る

　
　
入
国
禁
止
又
は
国
外
退
去
、

二
、
特
別
外
国
人
統
制
法
（
］
九
九
一
年
法
律
第
五
七
二
号
）
に

　
よ
る
国
外
退
去
、

三
、
犯
罪
人
引
渡
し
法
（
一
九
五
七
年
法
律
第
六
六
八
号
）
に
よ

　
る
引
渡
し
、

四
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
ノ
ル

　
ウ
ェ
イ
ヘ
の
犯
罪
人
引
渡
し
法
（
一
九
五
九
年
法
律
第
二
五
四

　
号
）
に
よ
る
引
渡
し
、
又
は

五
、
保
護
又
は
治
療
の
決
定
の
執
行
の
た
め
の
テ
ン
マ
ー
ク
、
フ

　
イ
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
イ
ヘ
の
引
渡
し

　
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
〇
年
法
律
第
三
七
五
号
）
に
よ
る
引

　
渡
し
。

　
外
国
人
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
法
第
二
一
章
第
三

条
に
基
づ
き
言
渡
さ
れ
た
本
国
送
還
の
決
定
の
執
行
の
際
に
強
制

保
護
は
終
了
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

　
［
介
助
人
］

第
三
十
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
の
状
態
が
許
す
限
り
、
本
法

　
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
患
者
が
個
別
的
に
相
応
な
情
報
に
よ
り

　
介
助
人
を
得
る
権
利
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
よ
う
に
注
意
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
患
者
が
要
求
す
る
と
き
に
は
介
助
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
患
者
が
反
対
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
も

介
助
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
介
助
人
は
、
患
者
が
本
法
に
よ
り
強
制
的
保
護
に
付
さ
れ
て
い

る
間
、
並
び
に
患
者
及
び
介
助
人
が
同
意
す
る
場
合
に
は
強
制
保

護
が
終
了
し
た
後
四
週
間
、
そ
の
個
人
的
な
問
題
に
つ
い
て
患
者

を
補
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
介
助
人
は
保
護
施
設
に
患
者
を

訪
問
す
る
権
利
を
有
す
る
。
介
助
人
は
、
そ
の
権
限
な
し
に
、
自

ら
の
職
務
の
も
と
で
患
者
の
健
康
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
な

状
況
に
つ
い
て
知
り
得
た
事
項
を
漏
ら
し
た
り
、
悪
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

　
介
助
人
は
、
患
者
委
員
会
活
動
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

法
律
第
一
六
五
六
号
）
に
定
め
る
委
員
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
。

　
患
者
委
員
会
に
お
け
る
介
助
人
に
関
す
る
事
件
の
処
理
に
際
し

て
は
、
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
他
、
行
政
法
（
↓
九
八

六
年
法
律
第
二
二
三
号
）
に
定
め
る
下
記
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
口
頭
処
理
に
関
す
る
第
一
四
条
、

　
情
報
の
調
書
化
に
関
す
る
第
一
五
条
、

　
当
事
者
が
情
報
を
取
得
す
る
権
利
に
関
す
る
第
一
六
条
及
び
第

　
一
七
条
、

　
決
定
の
理
由
に
関
す
る
第
二
〇
条
、

　
決
定
の
通
知
に
関
す
る
第
一
二
条
、

　
　
誤
記
及
び
同
様
の
も
の
の
訂
正
に
関
す
る
第
二
六
条
、

　
　
決
定
の
再
度
の
考
案
に
関
す
る
第
二
七
条
。
（
二
〇
〇
〇
年
法

　
　
律
第
三
五
三
号
）

第
三
十
一
条
　
患
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
病
棟
の
主
席
上
級
医
師
は
、

　
第
三
〇
条
に
定
め
る
委
員
会
に
対
し
て
介
助
人
を
選
任
す
べ
き
理

　
由
が
存
し
得
る
時
を
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
下
記
の
と
き
に
患
者
に
対
す
る
介
助
人
が
既
に
選
任
さ
れ
て
い

　
な
か
っ
た
場
合
に
は
常
に
右
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
、
主
席
上
級
医
師
が
第
七
条
、
第
二
一
条
又
は
第
一
四
条
に
よ

　
　
る
強
制
保
護
の
承
認
を
求
め
る
申
請
を
す
る
と
き

　
二
、
第
六
条
の
二
に
よ
る
主
席
上
級
医
師
の
収
容
決
定
に
患
者
が

　
　
不
服
申
立
て
す
る
と
き

　
三
、
強
制
保
護
の
終
了
の
要
求
を
棄
却
す
る
主
席
上
級
医
師
の
決

　
　
定
に
患
者
が
不
服
申
立
す
る
と
き
、

　
　
右
の
届
出
の
中
に
、
主
席
上
級
医
師
は
、
介
助
人
を
得
る
こ
と

　
に
対
す
る
患
者
の
態
度
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
が

　
明
確
な
意
見
を
表
明
し
な
か
っ
た
場
合
、
患
者
委
員
会
は
、
患
者

　
が
介
助
人
を
得
る
意
思
を
有
す
る
か
否
か
に
回
答
を
得
る
た
め
に
、

　
患
者
又
は
患
者
に
つ
い
て
知
識
を
有
し
て
い
る
看
護
人
と
接
触
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
介
助
人
の
選
任
さ
れ
て
い
る
患
者
の
強
制
保
護
が
終
了
し
た
と
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き
、
主
席
上
級
医
師
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
こ
の
旨
及
び

　
そ
の
場
合
に
介
助
人
の
職
務
が
そ
の
後
も
継
続
す
る
か
否
か
を
患

　
者
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律

　
第
三
五
三
号
）

第
三
十
一
条
の
二
　
患
者
が
強
制
保
護
の
終
了
の
と
き
に
介
助
人
の

　
職
務
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
三
号
）
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
三
章
第
六
条
に
よ
る
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
の
職
務
に
移
行
す
る

　
こ
と
を
希
望
し
、
か
つ
介
助
人
が
こ
れ
に
同
意
し
い
る
場
合
に
は
、

　
第
三
〇
条
に
定
め
る
委
員
会
は
、
患
者
が
住
民
登
録
し
て
い
る
コ

　
ム
ー
ン
の
社
会
福
祉
委
員
会
に
患
者
の
希
望
を
通
知
し
な
け
れ
は

　
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
に
よ
り
新
設
、
二

　
〇
〇
］
年
法
律
第
四
六
九
号
）

　
［
不
服
申
立
一

第
三
十
二
条
患
者
は
、
第
六
条
の
三
、
第
一
一
条
又
は
第
一
四
条

　
に
よ
る
主
席
上
級
医
師
の
強
制
保
護
の
た
め
の
収
容
決
定
に
対
し

　
て
州
裁
判
所
に
不
服
申
立
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
不
服
申

　
立
に
は
強
制
保
護
の
終
了
の
要
求
が
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
さ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
州
裁
判
所
は
、
第
一
項
に
よ
る
不
服
申
立
を
審
理
す
る
以
前
に
、

　
主
席
上
級
医
師
に
対
し
て
遅
滞
な
く
第
七
条
第
二
項
に
定
め
る
事

　
項
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
る
よ
う
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
一
二
士
一
一
条
　
患
者
は
、
下
記
の
事
項
を
内
容
と
す
る
本
法
に
よ
る

　
主
席
上
級
医
師
の
他
の
決
定
に
つ
い
て
州
裁
判
所
に
不
服
申
立
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
強
制
保
護
を
終
了
す
べ
き
旨
の
要
求
の
棄
却
、

　
二
、
財
物
の
破
壊
又
は
売
却
を
命
じ
る
第
二
四
条
の
命
令
、

　
三
、
保
護
施
設
領
域
外
に
滞
在
す
る
第
二
五
条
に
よ
る
許
可
の
要

　
　
求
の
棄
却
若
し
く
は
右
の
滞
在
に
伴
う
第
二
五
条
の
二
に
よ
る

　
　
条
件
の
言
渡
し
、
又
は

　
四
、
保
護
施
設
領
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
第
二
五
条
第
二
項
に

　
　
よ
る
取
消
。

　
　
本
法
に
よ
る
主
席
上
級
医
師
の
そ
の
他
の
決
定
に
対
し
て
不
服

　
申
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
席
上
級
医
師
は
、
本
法
に
よ
る

　
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
す
る
こ
と
は
て
き
な
い
。

　
　
主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
不
服
申
立
が
な
さ
れ
る
と
き
、
右
の

　
不
服
申
立
は
、
州
裁
判
所
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
裁

　
判
所
は
、
不
服
申
立
が
正
し
い
期
間
内
に
到
着
し
て
い
る
か
否
か

　
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
服
申
立
の
到
着
が
遅
す
ぎ
た

　
場
合
に
は
、
州
裁
判
所
は
、
遅
延
が
主
席
上
級
医
師
の
責
任
に
よ

　
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
服
申

95



法学研究76巻5号（2003：5）

立
が
不
服
申
立
期
間
の
経
過
す
る
以
前
に
主
席
上
級
医
師
の
も
と

に
到
着
し
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
却
下
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
は
、
主
席
上
級
医
師
は
直
ち
に
不
服
申
立
を
州
裁
判

所
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五

三
号
）

　
［
裁
判
所
の
事
件
処
理
］

第
一
一
一
十
四
条
　
本
法
に
よ
り
州
裁
判
所
の
審
理
す
べ
き
問
題
は
、
医

　
療
保
護
施
設
の
設
置
さ
れ
て
い
る
裁
判
管
轄
区
域
の
州
裁
判
所
が

　
こ
れ
を
審
理
す
る
。
（
一
九
九
七
年
法
律
第
一
一
〇
〇
号
）

第
三
十
五
条
　
本
法
に
よ
る
訴
訟
事
件
は
迅
速
に
こ
れ
を
処
理
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
八
条
に
定
め
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
到

　
着
し
た
後
速
や
か
に
裁
判
所
は
右
の
申
請
が
期
間
内
に
到
着
し
た

　
か
否
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
の
到
着
が
遅
す
ぎ

　
た
場
合
に
は
、
州
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
迅
速
に
主
席
上
級
医
師
に

　
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
州
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
事
件
は
、
申
請
又
は
不
服
申
立
が
州

　
裁
判
所
に
到
着
し
て
か
ら
八
日
以
内
に
裁
判
の
た
め
に
こ
れ
を
取

　
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
裁
判
所
は
、
補
充
調
査
が
必
要
な

　
場
合
及
び
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
か
ら
不
可
欠
な
場
合
に
は
、
こ

　
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
州
裁
判
所
は
、
第
二
］
条

　
第
一
項
に
定
め
る
場
合
で
も
、
主
席
上
級
医
師
が
同
条
第
二
項
に

　
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
審
理
を
行
う
べ
き
期
間
を
延
長
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
項
第
二
文
の
規
定
は
、
第
三
三
条
第
一

　
項
第
二
号
に
定
め
る
訴
訟
事
件
で
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

　
　
州
裁
判
所
は
、
訴
訟
事
件
が
処
理
さ
れ
る
間
事
案
に
つ
い
て
命

　
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
三
十
六
条
　
本
法
に
よ
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
は
、
州
裁
判
所
は
、

　
明
ら
か
に
不
必
要
と
認
め
ら
れ
場
合
を
除
き
、
口
頭
手
続
を
行
わ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
一
条
第
一
項
に
定
め
る
審
理
に
際
し

　
て
は
、
患
者
が
要
求
す
る
場
合
又
は
州
裁
判
所
が
理
由
が
あ
る
と

　
認
め
る
場
合
に
限
り
、
口
頭
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。
（
二
〇

　
〇
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
三
十
七
条
　
他
に
特
別
な
理
由
が
な
い
場
合
、
口
頭
手
続
は
、
医

　
療
保
護
施
設
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
。
患
者
は
、
そ
の
精
神
状
態

　
に
照
ら
し
て
可
能
な
場
合
は
、
手
続
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
患
者
の
介
助
人
は
、
手
続
に
出
席
す
る
権
利
を
有
し
、
か
つ

　
可
能
な
場
合
そ
の
通
知
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
主
席
上
級
医
師

　
は
、
明
ら
か
に
不
必
要
で
な
い
限
り
、
手
続
に
お
い
て
尋
問
さ
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
明
ら
か
に
不
必
要
で
な
い
限
り
、
州
裁
判
所
は
、
本
法
に
よ
る

　
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
口
頭
手
続
の
際
に
適
切
な
鑑
定
人
を
審
問
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
続
に
お
い
て
右
の
鑑
定
人
は
、
そ
の

　
委
嘱
業
務
に
と
っ
て
重
要
な
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
主

　
席
上
級
医
師
及
び
患
者
に
質
問
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
手
続
に
自
ら
出
席
す
る
よ
う
に
過
料
付
で
呼
び
出
さ
れ
た
患
者

　
が
欠
席
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
又
は
別
の
日
に
こ
の
者

　
を
裁
判
所
に
引
致
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇

　
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
三
十
八
条
　
本
法
に
よ
る
訴
訟
事
件
の
高
等
行
政
裁
判
所
に
お
け

　
る
処
理
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
に
参
審
員
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
三
条
第
一
項
に
定
め
る
問
題
の
み
に
関
す

　
る
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
八
条
の
二
　
第
七
条
、
第
九
条
、
第
一
二
条
又
は
第
一
四
条

　
に
よ
る
強
制
保
護
の
継
続
の
承
認
に
か
か
る
一
般
行
政
裁
判
所
に

　
お
け
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
及
び
強
制
保
護
の
た
め
の
収
容
の

　
決
定
又
は
強
制
保
護
の
終
了
の
要
求
の
棄
却
の
決
定
に
か
か
る
第

　
三
二
条
又
は
第
三
三
条
に
よ
る
不
服
申
立
に
際
し
て
は
、
国
選
付

　
（
H
）

　
添
人
が
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
者
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
。
た

　
だ
し
、
付
添
人
の
必
要
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

　
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
一
九
九
六
年
法
律
第
一
六
五
〇
号
に
よ

　
り
新
設
）

　
［
付
　
則
一

第
三
十
九
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
精
神
医
学
の
一
分
野
の
特
別
資

　
格
を
有
す
る
医
療
保
護
施
設
の
経
験
豊
富
な
医
師
に
主
席
上
級
医

　
師
が
本
法
に
よ
り
有
す
る
職
務
の
遂
行
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
主
席
上
級
医
師
は
、
医
療
保
護

　
施
設
の
他
の
医
師
に
右
の
委
嘱
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

　
下
記
の
事
項
を
除
く
。

　
一
、
収
容
に
関
す
る
第
六
条
の
三
の
決
定
、

　
二
、
任
意
保
護
か
ら
強
制
保
護
へ
の
移
行
に
関
す
る
第
二
条
の

　
　
決
定
、

　
三
、
強
制
保
護
の
継
続
の
承
認
に
関
す
る
第
七
条
、
第
九
条
、
第

　
　
一
一
条
又
は
第
一
四
条
の
決
定
、

　
四
、
治
療
に
関
す
る
第
一
七
条
第
一
項
末
文
に
よ
る
決
定
、

　
五
、
束
縛
に
関
す
る
第
一
九
条
第
二
項
に
よ
る
決
定
、
又
は

　
六
、
隔
離
に
関
す
る
第
二
〇
条
第
二
項
に
よ
る
決
定
。
（
二
〇
〇

　
　
〇
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
四
十
条
　
政
府
、
又
は
政
府
の
授
権
後
社
会
庁
は
、
保
護
診
断
書

　
の
た
め
の
診
察
を
行
う
医
師
が
有
免
許
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
い
う
資
格
要
件
及
び
特
殊
能
力
に
関
す
る
第
三
九
条
の
資
格
要
件

　
の
例
外
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
本
法
に
よ
る
保
護
が
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
の
運
営
す
る
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保
護
施
設
以
外
の
保
護
施
設
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
政
府
が
第
一

　
五
条
に
従
い
定
め
た
場
合
、
政
府
又
は
政
府
の
定
め
る
機
関
は
、

　
精
神
医
学
の
一
分
野
の
特
別
資
格
を
有
す
る
医
療
保
護
施
設
の
経

　
験
豊
富
な
医
師
に
対
し
て
、
本
法
に
よ
り
主
席
上
級
医
師
に
属
す

　
る
職
務
の
遂
行
を
適
切
な
部
分
に
限
定
し
て
、
そ
の
遂
行
を
委
嘱

　
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
　
医
療
保
護
施
設
へ
の
収
容
の
決
定
並
び
に
第
七
条
、

　
第
九
条
、
第
一
二
条
又
は
第
一
四
条
に
よ
る
申
請
及
び
右
の
申
請

　
に
か
か
る
承
認
は
、
患
者
が
他
の
医
療
保
護
施
設
に
移
送
さ
れ
る

　
場
合
に
も
継
続
し
効
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
強
制
保
護
を
終
了

　
す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
二
条
　
政
府
、
又
は
政
府
の
授
権
後
社
会
庁
は
、
期
間
を
定

　
め
て
特
別
な
鑑
定
人
に
裁
判
所
を
補
助
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
四
十
三
条
　
秘
密
法
（
一
九
八
0
年
法
律
第
一
〇
〇
号
）
第
七
章

　
第
一
条
又
は
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
よ
り
秘
密
が
適
用
さ

　
れ
る
業
務
活
動
よ
り
、
当
該
秘
密
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
本

　
法
に
従
っ
て
主
席
上
級
医
師
が
職
務
を
遂
行
で
き
る
た
め
に
必
要

　
と
さ
れ
る
患
者
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鑑

　
定
人
の
職
務
又
は
社
会
庁
の
意
見
提
出
に
必
要
な
患
者
に
関
す
る

　
情
報
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

第
四
十
四
条
　
患
者
が
一
五
歳
に
達
し
た
場
合
、
本
法
に
よ
る
訴
訟

　
事
件
又
は
事
件
に
お
い
て
独
立
し
て
訴
訟
行
為
を
遂
行
す
る
権
利

　
を
有
す
る
。

　
　
一
五
歳
未
満
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
た
め
に
有
用
で
あ

　
り
、
か
つ
患
者
が
尋
問
を
受
け
る
こ
と
で
害
さ
れ
な
い
と
認
め
ら

　
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
尋
問
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
他
に
定
め
の
な
い
限
り
、
本
法
に
従
い
言
渡
さ
れ
た

　
決
定
は
、
直
ち
に
効
力
を
生
じ
る
。

第
四
十
六
条
　
本
法
に
よ
る
訴
訟
事
件
又
は
事
件
に
お
い
て
は
、
患

　
者
へ
の
送
達
は
、
送
達
法
（
一
九
七
〇
年
法
律
第
四
二
八
号
）
第

　
一
二
条
又
は
第
一
五
条
を
適
用
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

　
い
。

第
四
十
七
条
　
あ
る
者
が
重
篤
な
精
神
障
害
に
か
か
り
、
か
つ
他
人

　
の
個
人
的
安
全
若
し
く
は
自
ら
の
生
命
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら

　
れ
る
か
又
は
そ
の
他
直
接
的
な
援
助
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ

　
る
相
当
な
事
由
が
存
在
す
る
場
合
、
警
察
署
は
、
健
康
及
び
医
療

　
保
護
職
員
が
そ
の
者
に
右
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
、

　
そ
の
者
を
一
時
的
に
連
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
行
さ
れ
た
者

　
は
、
こ
れ
を
介
助
及
び
治
療
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
医
療
保
護

　
病
棟
に
同
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
警
察
署
は
、
下
記
の
要
求
に
基
づ
い
て
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

　
一
、
保
護
診
断
書
の
た
め
の
診
察
を
実
施
し
得
る
た
め
の
、
第
四

　
　
条
第
二
項
末
文
に
定
め
る
医
師
か
ら
の
要
求
、

　
二
、
保
護
診
断
書
が
発
せ
ら
れ
た
後
に
患
者
を
医
療
保
護
施
設
に

　
　
同
行
す
る
た
め
の
、
第
四
条
第
二
項
末
文
に
定
め
る
医
師
又
は

　
　
主
席
上
級
医
師
か
ら
の
要
求
、

　
三
、
許
可
な
し
に
保
護
施
設
を
離
れ
た
患
者
を
連
戻
す
た
め
の
、

　
　
主
席
上
級
医
師
か
ら
の
要
求
、
又
は

　
四
、
施
設
の
領
域
の
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
有
効
期
間
が
切
れ
た

　
　
後
又
は
右
の
許
可
が
取
消
さ
れ
た
後
に
患
者
が
保
護
施
設
に
戻

　
　
ら
な
か
っ
た
場
合
に
、
患
者
を
保
護
施
設
に
連
戻
す
た
め
の
主

　
　
席
上
級
医
師
か
ら
の
要
求
。

第
四
十
八
条
　
本
法
に
従
い
保
護
さ
れ
て
い
る
患
者
は
、
そ
の
状
態

　
が
許
す
限
り
早
急
に
、
主
席
上
級
医
師
の
配
慮
の
も
と
に
、
下
記

　
の
自
分
の
権
利
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
一
、
第
三
二
条
及
び
第
三
三
条
に
従
い
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立

　
　
を
す
る
権
利
、

　
二
、
訴
訟
代
理
人
又
は
付
添
人
を
依
頼
す
る
権
利
、

　
三
、
第
三
八
条
の
二
に
従
い
国
選
付
添
人
を
得
る
権
利
。

　
　
こ
の
法
律
は
、
患
者
に
良
く
見
え
る
よ
う
に
医
療
保
護
施
設
の

　
中
に
こ
れ
を
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
∩
）
○
○

　
年
法
律
第
三
五
三
号
）

第
四
十
九
条
　
政
府
、
又
は
政
府
の
授
権
後
社
会
庁
が
定
め
る
範
囲

　
内
で
、
主
席
上
級
医
師
は
、
本
法
に
従
い
実
施
し
た
措
置
に
関
す

　
る
情
報
を
継
続
的
に
社
会
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
［
本
法
の
施
行
規
則
及
び
経
過
規
定
］

一
、
本
法
は
一
九
九
二
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。
同
時
に
、
閉

　
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
準
備
に
関
す
る
法
律
（
］
九
六
六
年
法

　
律
第
二
九
三
号
）
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

二
、
（
以
下
編
略
）

（
1
）
　
坂
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
一

　
九
九
三
年
）
、
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
］
○
八
頁
以
下
。

（
2
）
　
「
強
制
保
護
（
身
き
撃
惹
益
）
」
と
「
閉
鎖
的
保
護
（
ω
ξ
舟
＝

　
6
a
）
」
は
別
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
一
般
的
に
は
混
同
さ

　
れ
て
い
る
が
、
明
確
に
分
け
ら
れ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
の
健
康
及
び

　医

療
保
護
法
（
鵠
笹
ω
9
0
3
ω
冒
犀
＜
㊤
益
巴
紹
窪
（
這
O
o
ド
お
し。
）
）

　第

五
条
は
、
入
院
治
療
を
閉
鎖
的
（
ω
一
旨
睾
）
と
し
、
こ
れ
を
通
院

　
（
9
0
窪
）
治
療
と
区
別
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
強
制
と
は
人
院
・

　
通
院
双
方
に
適
用
さ
れ
る
概
念
て
あ
る
。
（
申
＆
コ
≦
巴
一
）
［
震
ω
　
象

　
巴
；
℃
ω
》
・
五
象
ユ
P
冥
餌
⇒
鵬
雪
（
）
∩
ゴ
一
節
鵬
①
p
Z
o
『
陰
①
祭
ω
甘
ユ
象
折

　
一
〇
〇
ド
℃
P
一
〇
一
幽
焦
●
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（
3
）
　
原
語
は
筈
く
巽
一
眞
b
亀
臨
葵
ω
a
ヨ
ぎ
鵬
。
旧
法
で
あ
る
閉
鎖

的
精
神
医
学
的
保
護
の
準
備
に
関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る

ピ
ω
勺
く
）
に
お
い
て
は
、
精
神
疾
患
（
冨
嘗
一
葵
ω
甘
盃
o
ヨ
）
又
は

精
神
遅
滞
（
冨
旨
一
ω
ζ
9
房
＆
一
貯
き
号
）
で
は
な
い
精
神
的
異
常

　
（
O
亀
臨
葵
筈
ぎ
吋
巨
け
8
も
精
神
疾
患
と
同
視
す
る
と
さ
れ
て
い

　
た
（
一
ω
℃
く
第
一
条
参
照
）
。
そ
れ
ら
を
総
括
し
て
精
神
的
偏
僑

　
（
冨
旨
凶
ω
葬
麩
く
詩
き
号
）
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
精
神
薄
弱
者
（
精
神
的
遅
滞
者
）
に
つ
い
て
は
独
立
の
単
行
法

　
が
存
在
し
て
い
た
。

　
　
一
方
当
時
の
刑
法
に
は
、
特
別
保
護
へ
の
引
渡
し
と
い
う
刑
法
上

　
の
制
裁
の
対
象
者
と
し
て
「
精
神
病
、
精
神
薄
弱
又
は
精
神
病
と
同

等
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
程
重
大
な
性
質
の
そ
の
他
の
精
神
異
常
」

　
の
も
と
で
犯
罪
を
行
っ
た
者
を
規
定
し
て
い
た
（
旧
ω
＆
G。
一
”
G。
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
、
法
務
資
料
四
〇
六
号
、
一
］
O
頁
参
照
）
。

　
つ
ま
り
、
旧
制
度
に
お
い
て
は
、
法
律
は
［
ω
℃
＜
と
い
う
単
一
の

法
律
が
存
在
し
て
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
強
制
的
保
護
の
機
会
を

提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
扱
う
対
象
者
は
精
神
医
学
的
立

場
と
刑
法
的
立
場
と
で
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
立
場
の
相
違
を
「
精
神
障
害
者
」
と
い
う
単
一
の

概
念
の
も
と
に
解
消
し
、
精
神
医
学
と
刑
法
学
と
で
対
象
者
を
概
念

上
一
致
さ
せ
た
の
が
こ
の
改
正
の
重
要
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
関
連
で
精
神
薄
弱
者
の
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
精
神
薄
弱
者
は
、
精
神
障
害
者
法
制
の
中
で

独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
成
し
て
い
た
が
、
】
九
九
一
年
の
改
正

で
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
精
神
的
発
達
遅
滞
者
の
介
護
に
関
す
る
法
律
（
一
鎚
　
（
お
雪
”

罐
O
）
鋤
p
鵬
●
o
B
ω
o
鑛
R
o
ヨ
≦
ω
。D
餌
霧
旨
一
ω
葬
舞
＜
o
畠
一
ヨ
鵬
ω
ω
a
雫

量
）
は
、
精
神
薄
弱
者
に
対
す
る
特
別
病
院
に
お
け
る
強
制
保
護

の
機
会
を
用
意
し
て
い
た
が
、
一
九
八
三
年
か
ら
八
六
年
の
間
に
全

部
で
六
人
し
か
適
用
例
が
な
く
、
一
九
八
五
年
に
学
校
教
育
令
と
と

も
に
改
正
さ
れ
、
特
別
病
院
に
関
す
る
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
一
九
八
五
年
の
同
名
の
法
律
（
一
㊤
o
。
卸
観
o
。
）
は
、
緊
急
の
場

合
の
措
置
に
つ
い
て
は
ピ
ω
℃
＜
に
よ
っ
て
十
分
な
対
応
が
可
能
と

の
立
場
を
取
っ
た
（
零
O
P
這
8
＼
箪
一
認
）
P
“
O
P
）
。
し
か
し
、

こ
の
法
律
は
、
更
に
一
九
九
三
年
に
身
体
機
能
障
害
者
に
対
す
る
介

助
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
法
律
（
ピ
甜
（
這
鴇
”
し。
o
。
刈
）
o
ヨ
ω
a
α

0
9
ω
震
≦
8
包
一
≦
ω
錦
ど
昌
5
δ
拐
三
⇒
鳥
且
①
）
の
制
定
に
伴
い

廃
止
さ
れ
て
い
る
。
現
在
精
神
薄
弱
者
に
対
す
る
対
応
は
、
上
記
の

一
九
九
三
年
法
に
よ
っ
て
お
り
、
精
神
薄
弱
者
は
、
自
閉
症
、
自
閉

症
類
似
症
、
脳
外
傷
に
よ
る
知
的
機
能
障
害
及
び
そ
の
他
の
身
体
的

若
し
く
は
心
理
的
機
能
障
害
を
持
つ
者
と
と
も
に
同
法
に
よ
る
介
助

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
中
に
は
精
神
薄
弱
者
に
対
す

る
強
制
保
護
の
規
定
は
な
く
、
特
別
病
院
の
規
定
も
存
在
し
な
い

（
同
法
第
一
条
参
照
）
。
な
お
、
U
鎚
≦
9
e
9
鋤
ど
零
○
簿
ω
訂
一
－

箒
⇒
（
ご
℃
■
謡
山
O
o
曽
ざ
ヨ
ヨ
の
三
費
ン
P
o。
一
一
曾
）
牢
O
P
一
8
0
＼
O
一
“

認
）
P
ま
P
O
a
昌
≦
鎮
O
P
g
r
も
P
一
〇
下
○。
。
を
参
照
。
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何
故
一
九
九
一
年
の
法
改
正
で
は
、
通
常
の
精
神
障
害
者
に
関
す

る
法
律
と
精
神
障
害
犯
罪
者
に
関
す
る
法
律
と
か
分
離
し
た
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
一
九
八
六
年
の
社
会
福
祉
審
議
会
（
oっ
o
息
巴
σ
霞
巴
－

づ
ぎ
駒
窪
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
を
立
案
し
た
oo
o
。
一
巴
仁
q
＆
三
一
旙
9

と
は
別
の
も
の
）
の
答
申
（
雰
旨
ご
三
P
宴
彗
鵬
2
0
9
鼠
辞
諺
甲

ぎ
葺
①
叶
①
P
ω
C
C
一
〇
。
。
9
望
）
は
、
こ
れ
ま
て
精
神
病
院
は
多
様

な
患
者
（
特
に
老
人
痴
呆
症
及
び
犯
罪
者
）
を
受
け
人
れ
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
は
本
来
の
精
神
障
害
者
と
は
別
個
に
取
扱
う
べ
き
も
の
で
あ

り
、
こ
の
観
点
か
ら
法
律
も
別
個
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
（
零
£
）
」
8
0
お
ゴ
認
、
ω
＝
餌
鵬
m
一
ド
℃
O
る
弩
卜
無
、
）
Q

こ
の
考
え
方
が
｝
九
九
一
年
の
改
正
法
に
反
映
し
、
両
者
は
分
離
さ

れ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
ヘ
ク
セ
リ
ウ
ス
委
員
会
の
報
告
書
へ
ω
O
C
　
一
S
ゴ

認
）
は
、
評
旨
房
ζ
麩
≦
5
＆
①
一
紹
α
奉
旨
感
9
毎
（
精
神
的
偏

椅
犯
罪
者
）
と
い
う
表
題
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
同
委
員
会
は
、

こ
の
語
と
同
じ
意
味
の
も
の
と
し
て
、
精
神
障
害
（
場
旨
一
葵
簿
驚
－

三
晃
）
の
語
を
選
び
、
こ
れ
を
法
律
学
及
ひ
精
神
医
学
に
共
通
の

も
の
と
し
て
定
義
し
た
（
ω
○
¢
一
。
ミ
”
鴇
．
O
P
昭
－
臼
。
ご
。
な

お
、
一
九
八
六
年
の
社
会
福
祉
審
議
会
の
答
申
の
後
、
司
法
財
団

（
感
冨
8
区
2
）
は
精
神
医
学
的
強
制
保
護
と
法
的
安
定
性
に
関

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
が
、
こ
こ
で
A
・
ネ
ル
ソ
ン
は
、

そ
の
問
題
提
起
の
中
で
［
oo
℃
＜
の
精
神
疾
患
概
念
は
生
物
学
的
性

格
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
改
正
提
案
で
は
精
神
疾
患
を
心
理
社

会
的
要
因
か
ら
説
明
す
べ
き
も
の
と
の
前
提
が
と
ら
れ
、
こ
れ
か

　
「
精
神
障
害
者
」
と
い
う
概
念
の
採
用
の
根
拠
に
な
っ
た
と
述
べ
て

　
い
る
（
菊
警
富
8
コ
含
の
P
℃
3
．
ζ
讐
ユ
葵
宴
餌
昌
鵬
逡
畦
α
8
ゴ
轟
暮
甲

ω
葵
の
昌
①
一
①
P
力
警
a
跳
o
＝
号
p
一
㊤
oo
O
o
．
P
一
〇。
●
ω
O
C
一
〇
〇〇
9
①
“
の
P

　一①o

ご
。

　
重
篤
な
精
神
障
害
に
は
、
①
現
実
の
知
覚
障
害
、
混
濁
、
思
考
障

害
、
幻
覚
、
妄
想
を
伴
う
精
神
病
、
②
自
殺
の
危
険
の
あ
る
欝
状
態
、

③
精
神
病
的
特
徴
を
も
つ
衝
動
の
発
動
又
は
精
神
病
的
エ
ピ
ソ
ー
ト

　
を
と
も
な
う
重
い
人
格
障
害
、
④
強
い
強
迫
的
行
動
を
伴
う
重
篤
な

精
神
障
害
の
他
、
場
合
に
よ
り
窃
盗
狂
、
放
火
狂
、
性
倒
錯
も
重
篤

　
な
精
神
障
害
に
含
め
ら
れ
る
（
O
o
O
q

っ
閃
O
o
8
8
“
長
ω
蓋
P
）
。

　
　
以
上
の
他
、
坂
田
仁
「
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
」
、
慶
鷹
通
信
、
昭

和
五
九
年
、
九
七
－
一
〇
二
頁
も
参
照
。

（
4
）
　
保
護
診
断
書
の
書
式
は
本
稿
未
尾
に
添
附
し
た
図
の
通
り
で
あ

　
る
（
の
O
の
閃
ω
8
0
0
一
一
炉
匪
富
箔
四
H
）
。

（
5
）
　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
管
理
業
務
に
責
任
を
負
う
、

　
一
般
精
神
医
学
、
児
童
及
び
青
年
精
神
医
学
、
並
び
に
法
精
神
医
学

　
に
特
殊
資
格
を
も
つ
医
師
。
担
当
部
局
の
長
が
右
の
資
格
を
も
た
な

　
い
場
合
に
、
上
記
の
業
務
は
特
任
の
主
席
ヒ
級
医
師
に
よ
り
遂
行
さ

　
れ
る
。
主
席
上
級
医
師
の
責
任
に
関
し
て
、
健
康
及
び
医
療
保
護
法

　
（
お
o
。
ド
刈
8
）
二
九
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
（
第
一
項
）
健

　
康
及
び
医
療
保
護
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
業
務
に
責
任
を
負
う
者

　
（
業
務
責
任
者
）
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
業
務
責
任
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者
が
個
々
の
患
者
の
診
断
又
は
保
護
及
び
治
療
に
つ
い
て
指
示
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
十
分
な
資
格
及
び
経
験
を
有

　
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
（
第
二
項
）
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関

　
す
る
管
理
業
務
の
責
任
は
、
特
殊
資
格
を
有
す
る
医
師
（
主
席
上
級

　
医
師
）
が
こ
れ
を
負
う
。
業
務
責
任
者
が
右
の
資
格
を
有
す
る
医
師

　
で
な
い
場
合
に
は
、
特
任
の
主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
負
う
。
（
第

　
三
項
編
略
）
」
な
お
、
oo
O
ω
閃
o
o
8
0
。
一
一
N
』
吻
“

（
6
）
第
一
審
の
行
政
裁
判
所
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
所
制
度
は
複

　
線
方
式
て
、
行
政
裁
判
所
及
び
一
般
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
三
審
制
を

　
と
っ
て
併
存
し
て
い
る
。
行
政
裁
判
所
は
、
第
一
審
の
州
裁
判
所

　
（
霊
霧
感
ε
、
第
二
審
の
高
等
行
政
裁
判
所
肉
曽
ヨ
帥
霞
警
辞
）
、
第

　
三
審
の
最
高
行
政
裁
判
所
（
寄
鴨
ユ
夷
ω
感
寡
窪
）
か
ら
構
成
さ
れ

　
て
い
る
。
坂
田
仁
「
司
法
制
度
」
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
所
編
、

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
新
版
）
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

平
成
二
年
、
一
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
¢
づ
α
R
ω
鼠
＝
三
奏
●
行
政
機
関
の
決
定
の
行
政
裁
判
所
に
よ

　
る
職
権
再
審
理
制
度
。
行
政
手
続
法
（
霧
委
巴
け
三
コ
蕩
目
0
8
拳

　一

農
昏
（
屋
コ
”
認
ご
）
第
三
条
に
よ
る
と
、
行
政
裁
判
所
の
事
件

係
属
は
、
申
請
（
＞
霧
穿
き
）
、
異
議
申
立
（
ω
8
＜
弩
）
、
届
出

　
（
＞
＝
目
巴
窪
）
、
審
査
請
求
（
⊂
P
倉
あ
狂
＝
三
夷
）
そ
の
他
の
手
続

　
き
に
よ
り
開
始
す
る
。
審
査
請
求
は
、
行
政
機
関
が
決
定
後
一
定
期

間
内
に
決
定
を
再
審
理
の
た
め
上
級
機
関
（
例
え
ば
州
裁
判
所
）
に

送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
、
上
級
機
関
は
一
定
の
期
間
内
に
決

　
定
を
承
認
す
る
か
変
更
す
る
か
審
理
し
て
結
論
を
出
す
（
ζ
巽
試
亭

　
鵬
R
．
ω
＜
Φ
P
2
0
屋
9
巳
ω
冒
ユ
島
ω
ざ
o
巳
び
o
F
　
“
C
O
巳
。
ψ
Z
o
噌
－

ω
＄
祭
ω
冒
ユ
島
F
一
8
。
。
も
。
一
刈
。
。
。
）
。

（
8
）
同
法
第
十
五
条
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
が
左
記
の
時
期
に
終

　
了
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　
一
、
勾
留
又
は
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
自
由
剥
奪
の
決

　
　
定
が
停
止
し
た
時

　
二
、
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
（
↓
九
九
一
年
法
律
第
一

　
　
二
二
七
号
）
第
一
〇
条
に
基
づ
き
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て

　
　
は
、
調
査
施
設
に
強
制
収
容
で
き
な
く
な
っ
た
時

　
三
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
釈
放
さ

　
　
れ
た
時

　
四
、
刑
法
第
三
章
第
一
条
の
二
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決

　
　
を
受
け
た
結
果
特
別
少
年
ホ
ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い

　
　
て
は
、
当
該
執
行
の
終
了
の
際
（
一
九
九
八
年
法
律
第
六
一
七

　
　
号
）

（
9
）
健
康
及
び
医
療
保
護
法
第
五
条
。
医
療
保
護
施
設
の
運
営
責
任

　
は
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
に
あ
る
。
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
は
地
方
自
治
組
織

　
で
、
そ
の
管
轄
地
域
内
に
存
在
す
る
コ
ム
ー
ン
の
全
体
を
包
括
す
る
。

　
そ
の
範
囲
は
、
国
の
行
政
区
画
で
あ
る
州
（
一
ぎ
）
と
ほ
ぽ
同
一
で

　ある。

（
1
0
）
ω
a
動
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
の
解
説
書
に
よ
る
と
、
介
助

　
（
ω
a
血
）
と
援
助
（
三
笹
も
）
が
合
わ
さ
っ
て
補
助
（
獣
雪
ぎ
O
）
に
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な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
生
活
に
密
着
し
て
対
象
者
の
相
手
を
す
る
こ

　
と
を
意
味
し
て
い
る
（
Z
o
『
ω
霞
α
ヨ
ゆ
（
巽
一
匁
餌
r
Z
旨
裟
）
ユ
巴

一
餌
淫
ヨ
餌
」
O
－
C
ご
O
r
℃
⊆
巨
一
8
」
O
ま
も
」
ε
Q
本
法
の
第
三
∩
一

条
に
も
介
助
人
（
雪
＆
需
奉
8
）
の
規
定
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
同
項
は
、
「
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九

　
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
に
従
い
保
護
を
受
け
て
い
る
者
が
勾
留

　
さ
れ
、
拘
置
さ
れ
、
法
精
神
医
学
的
調
査
施
設
に
収
容
さ
れ
、
又
は

矯
正
保
護
施
設
に
収
容
若
し
く
は
移
送
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
精

神
医
学
的
強
制
保
護
の
決
定
は
、
こ
れ
を
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関

　
す
る
決
定
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
（
二
（
）
○
○
年
法
律
第
三
五
四

　
号
）
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
1
2
）
　
坂
田
、
前
掲
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
一
二
二
頁
以
下
に
あ
る
よ

　
う
に
、
一
九
八
0
年
代
に
社
会
的
精
神
的
健
康
の
た
め
の
全
国
組
織

　
の
活
動
か
ら
一
〇
〇
℃
く
が
批
判
さ
れ
、
禁
治
産
宣
告
の
制
度
が
廃
止

　
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
に
は
健
康
・
医
療
の
領
域
に
介

　
添
委
員
会
活
動
（
原
語
は
司
酵
實
o
窪
α
窪
餌
ヨ
コ
身
話
爵
ω
四
ヨ
ゴ
9
。

　
日
本
で
受
刑
者
組
合
と
訳
さ
れ
る
組
織
は
霧
寡
8
讐
号
轟
α
と
い

　
う
。
）
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
一
九
九
九
年
よ
り
施
行
さ

　
れ
て
い
る
法
律
に
よ
り
介
添
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
、
代
わ
り
に
患
者

　
委
員
会
が
各
地
に
設
置
さ
れ
て
、
医
療
過
誤
の
防
止
な
ど
の
患
者
保

　
護
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
患
者
委
員
会
活
動
等
に
関
す
る
法
律

　
（
霊
鵬
　
o
ヨ
　
冨
二
窪
9
餌
ヨ
区
ω
＜
①
葵
鐙
ヨ
『
9
　
ヨ
ヨ
。
（
一
㊤
¢
o。
”

　
一
①
㎝
①
）
）
に
よ
る
と
、

　
各
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
及
び
コ
ム
ー
ン
に
は
下
記
の
領
域
に
お
い
て

患
者
を
介
助
及
び
援
助
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
一
又
は
そ
れ
以
上

の
委
員
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一
、
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
又
は
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
と
の
契
約
に

　
よ
り
運
営
さ
れ
る
健
康
及
ひ
医
療
保
護
法
（
］
九
八
二
年
法
律
第

　
七
六
三
号
）
に
よ
る
健
康
及
び
医
療
保
護

二
、
コ
ム
ー
ン
に
よ
り
又
は
コ
ム
ー
ン
と
の
契
約
に
よ
り
運
営
さ
れ

　
る
健
康
及
び
医
療
保
護
法
（
一
九
八
二
年
法
律
第
七
六
三
号
）
に

　
よ
る
健
康
及
び
医
療
保
護
と
結
合
し
て
提
供
さ
れ
る
社
会
サ
ー
ビ

　
ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
三
号
）
に
よ
る
一
般
的
な
介
護

三
、
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
ク
の
運
営
す
る
歯
科
医
療
法
（
］
九
八
五
年
法

　
律
第
一
二
五
号
）
に
よ
る
歯
科
医
療
保
護

と
規
定
さ
れ
て
お
り
（
同
法
第
一
条
）
、
委
員
会
は
、
患
者
に
必
要

な
医
療
情
報
を
提
供
し
、
患
者
と
医
療
保
護
従
事
者
の
接
触
を
促
進

し
、
患
者
に
正
し
い
関
係
機
関
を
指
示
し
、
患
者
に
意
味
の
あ
る
観

察
事
項
及
び
過
誤
を
医
療
保
護
関
係
者
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、

医
療
保
護
の
内
容
の
向
上
を
図
る
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
二
条
）
。

　
こ
の
改
正
て
、
介
添
委
員
会
が
患
者
委
員
会
に
替
わ
っ
た
他
、
活

動
内
容
が
単
に
患
者
と
医
療
保
護
従
事
者
の
関
係
か
ら
社
会
サ
ー
ビ

ス
と
患
者
と
の
関
係
に
拡
大
さ
れ
、
更
に
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に

関
す
る
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
介
助
人
（
ω
a
α
幕
舅
3
）
を
選

任
す
る
権
限
が
介
添
委
員
会
か
ら
患
者
委
員
会
に
移
さ
れ
た
。

零
（
る
」
ε
o
o
＼
8
一
ト
O
P
o。
剃
｛
渉
象
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（
1
3
）
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
三
号
）
第
三
章

第
六
条
第
三
項
。
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
は
社
会
福
祉
委
員
会
に
よ

　
っ
て
選
任
さ
れ
る
個
人
的
問
題
に
つ
い
て
対
象
者
を
援
助
す
る
者
。

十
五
歳
以
上
の
児
童
に
対
す
る
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
の
選
任
に
は

本
人
自
身
の
要
求
又
は
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
訴
訟
手
続
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
と
な
る
対
象
者
を
援
助
す
る

　
の
が
そ
の
職
務
で
あ
る
。
こ
の
点
で
介
助
人
が
医
学
的
問
題
及
び
社

会
的
問
題
の
双
方
に
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
、
強
制
保
護
の
全
過

程
に
わ
た
っ
て
患
者
を
補
助
す
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。

　
O
a
昌
≦
巴
Ψ
『
倉
巴
こ
O
P
Ω
一
二
P
一
謡
q
。
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